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一
、
緒

冨

;
難
仁
徳
川
一
の
中
期
以
降
貨
幣
魁
梼
の
生
成
を
脳
細
書
に
見
る
仁
王
引
て
よ
り
、
貨
帯
需
要
ほ
盆
々
旺
盛

ι、
芯
ハ
J

に
。
即
ち
葉
の
貨
幣
経
梼
の
接
蓮
に
よ
り
て
財
政
窮
乏
を
来
ぜ
る
諸
侯
は
勿
論
の
こ
士
、
一
般
武
士
及
び
農
民
も

富
者
よ
り
の
借
財
を
侯
つ
で
、
辛
〈
も
主
の
生
活
を
支
持
し
得
る
服
態
で
あ
っ
七
の
で
あ
る
。
悲
に
於
て
諸
種
の

金
融
制
度
の
後
生
を
見
た
が
、
主
の
一
制
度
と
し
て
而
か
も
徳
川
時
代
特
有
の
制
度
た
る
名
目
金
な
る
も
の
が
出

現
す
る
に
至
っ
た
。

商
業
の
著
し
く
接
蓮
せ
る
徳
川
時
代
に
於
て
、
先
づ
商
業
に
よ
り
て
宮
を
致
し
に
る
町
人
は
、
業
の
獲
に
る
富

を
一
層
確
買
に
且
つ
永
久
的
に
利
殖
せ
ん
と
し
て
、
金
責
に
従
事
す
る
に
至
り
、
他
方
生
活
困
窮
を
来
せ
る
諸
侯
・



武
士
及
び
農
民
等
に
よ
る
消
費
資
金
の
需
要
は
時
の
経
過
と
共
に
益
々
旺
盛
と
な
っ
亡
結
果
、
其
の
費
金
の
貸
借

は
勢
ひ
高
利
と
な
ち
、
富
商
は
輔
が
上
に
其
の
富
を
増
殖
し
得
る
の
境
過
に
あ
っ
口
。
併
し
乍
ら
又
宮
商
は
常
に

主
(
の
貸
金
の
貸
倒
に
限
附
さ
れ
つ
〉
あ
つ
だ
。
蓋
し
貴
金
を
需
要
す
る
借
主
は
営
時
上
級
の
枇
舎
階
級
仁
一
屈
し
、
貸

主
た
る
官
商
は
最
下
級
の
世
舎
階
級
で
あ
っ
た
に
め
、
宮
商
は
借
主
に
封
し
政
治
上
及
び
法
律
上
金
〈
無
力
で
あ

例
へ
ば
如
何
に
多
〈
の
富
商
が
大
名
貸

っ
た
。
営
時
如
何
に
富
商
が
債
権
ぞ
安
全
に
保
護
し
得
な
か
っ
た
か
は
、

の
貸
倒
い
し
ょ
h
j
て
倒
産
せ
し
か
に
よ
り
て
も
、
之
bA}
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

か
く
し

τ
一
方
に
は
資
金
を
融
通
せ

A
と
す
る
富
両
多
数
出
耽
し
、

叫
方
位
一
の
資
令
の
融
通
ぞ
仰
が
ん
・
ど
す
る
の
要
求
も
蛾
烈
に
存
し
た
が
、
書
同
時
笹
口
本

，B
'
'
E
T
，a
I
 

議
の
手
段
の
確
立
せ
ら
れ
ず
さ
る
い
か
た
め
に
、
金
融
の
途
が
杜
絶
し
、
経
済
上
に
多
大
の
支
障
ぞ
見
ん
と
す
る
の
炊

勢
に
あ
っ
た
こ
と
は
「
山
下
幸
内
上
書
」
に
よ
ち
て
次
の
如
〈
遁
べ
ら
れ
て
居
る
。

『
一
金
銀
出
入
之
公
事
御
取
上
無
-
一
御
座
一
候
事
を
、
天
下
徳
政
被
】
-
仰
向
一
と
心
得
、
一
切
借
り
方
之
者
ど
も
、
大
名
小
名
下
々
に
至
造
、
誠
一
排

不
レ
仕
候
に
付
、
治
て
徳
政
に
て
は
無
レ
之
と
放
レ
仰
M
-

分
之
一
様
に
披
レ
選
候
事
、
(
中
略
)

一
右
之
被
=
仰
分
一
に
で
も
、
金
子
の
公
事
御
取
上
無
=
御
座
一
位
一
上
は
曾
て
返
弊
金
は
不
レ
仕
、
依
レ
之
新
規
食
金
仕
候
も
の
無
=
御
座
一
候
、
日

本
田
賀
ナ
〈
み
と
な
り
、
困
窮
白
一
櫨
と
な
り
侯
、
縫
ば
流
に
木
を
様
、
中
ど
と
〈
、
絡
に
換
の
は
し
と
可
レ
成
御
事
に
御
座
候
、
金
銀
は
通
る
を

以
た
か
ら
と
仕
候
(
下
略
)
』

此
の
窮
般
の
打
開
策
と
し
て
生
れ
出
で
し
も
の
が
卸
ち
名
目
金
で
あ
る
。
名
目
金
は
皇
族
・
公
卿
・
枇
寺
或
は
諸

侯
が
幕
府
の
許
可
を
得
て
、
何
等
か
の
名
目
を
附
し
て
行
ひ
し
金
銭
の
貸
附
伝
言
ふ
も
の
で
、
そ
れ
に
は
官
金
同
様

の
保
護
が
幕
府
に
よ
り
て
加
へ
ら
れ
た
た
め
制
宮
商
は
名
目
金
に
よ
り
て
始
め
て
安
全
に
其
の
令
貸
業
務
の
繁
柴

紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

五
四
九

第

畳E

八
五

拙者、日本曾祉企業安生典。研究、 4~i ， 1 ，--.~7:;頁
同上、 490-91頁
日本繍輝叢書、巻玉、 4-5貰
嬬江保歳、「徳川時代の寺社名目金41鶴湾論議、第三十七傘、第六競)

、.ノ、，
J

、‘ノ、，ノ

I
2
3
4
 



紀

州

家

名

目

金

第
三
十
回
答

五
五

O

第
三
波

八
大

が
」
期
す
る
こ
と
を
得
た
。
か
に
〉
る
性
質
を
有
す
る
名
目
金
は
申
す
迄
も
な
く
時
勢
の
要
求
に
投
や
る
慮
少
く
な
か

っ
た
に
め
、
享
保
以
後
江
戸
・
京
都
・
大
阪
を
中
心
と
し
て
各
地
に
庚
く
行
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
業
の

小
寺
一
枇
名
目
金
が
最
も
盛
に
行
は
れ
た
。
七
寸
一
位
は
名
目
金
の
貸
附
に
よ
り
て
充
分
な
る
牧
入
営
泉
げ
得
た
と
共

に
、
幕
府
自
身
も
与
一
位
に
封
す
る
金
銭
的
負
携
を
滅
一
見
す
る
こ
と
を
得
て
、
寺
枇
名
目
金
は
官
時
財
政
上
及
び
金

融

t
に
多
大
の
重
要
性
を
有
し
に
の
モ
あ
る
が
、
議
俣
の
名
目
金
の
み
は
更
に
別
罪
、
の
怠
義
を
有
し
て
居
た
。
印

ち
徳
川
時
代
諸
慌
の
名
目
令
の
行
は
礼
し
こ

t
d
、
明
か
に
封
挫
枇
命
日
崩
壊
過
粧
の
一
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

併
し
悲
に
諸
俣
の
名
目
金
主
言
ふ
け
れ
ど
も
、
諸
侯
は
何
れ
も
名
目
金
の
貸
附
を
行
ぴ
得
だ
も
の
で
な
〈
、
惟
徳

川
幕
府
の
御
三
家
た
る
水
戸
・
尾
張
・
紀
伊
の
諸
侯
に
限
ら
れ
て
居
た
。
認
で
は
先
づ
紀
州
家
名
目
金
に
就
き
て
考

察
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
紐
州
家
名
目
金
の
由
来

紀
州
藩
に
於
て
は
貧
民
救
済
及
び
産
業
奨
闘
の
目
的
を
以
で
御
仕
入
方
な
る
役
所
を
元
藤
十
三
年
に
設
置
し
、

最
初
は
主
と
し
て
熊
野
地
方
の
領
民
の
生
業
及
び
生
活
の
責
を
供
す
る
こ
と
に
査
カ
し
た
が
、
治
賓
の
時
代
に
至

り
、
其
の
事
業
を
蹟
張
し
、
領
内
の
各
地
は
勿
論
の
こ
LJ}
、
領
外
に
迄
御
仕
入
所
の
出
張
所
伝
増
設
し
口
。
而
し

て
左
に
掲
ぐ
る
出
張
所
は
国
産
物
の
販
責
と
一
一
一
同
ふ
よ
り
も
寧
ろ
領
外
の
人
々
へ
所
謂
名
目
金
を
貸
附
〈
る
た
め
に

設
け
ら
れ
し
も
の
で
あ
る
。

5) 寺社名目金に就きでは、小林庄二郎、「増上ii'とその金貸業J(歴奥地理
第十二著書、二競〉。
堀江保歳、前掲論文。吉川秀道、「熊野三山民I~'!金に就いてJ (経簡易工研
究、第三務〉参照
古川秀遣、「明治政府と名目金J(経濁史研究、第一蹴)
和歌山脇誌、よ巻、 696-98頁

6) 
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江
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垣
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年
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女
政
七
年
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月

天
保
四
年
十
ニ
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叉

保

九

年

女
化
十
年
三
月

文
政
八
年
二
月

天

保

六

年

泉

州

堺

勢
州
松
阪

江
川
八
幡

佐
一
応
援
笠
松

文
政
六
年
十
一
月

文
政
十
年
九
月

天
保
七
年
七
月

茨城京大
1H 
伏

主主見苦E阪

紀
州
藩
が
何
時
頃
よ
り
名
目
金
の
貸
附
に
従
事
し
始
め
た
か
は
、
之
を
明
か
に
し
得
な
い
が
、
恐
ら
く
文
政
六

年
十
一
月
よ
り
堺
を
始
め
大
津
・
京
都
等
の
諸
所
に
出
張
所
が
設
置
せ
ら
れ
し
時
よ
り
開
始
さ
れ
し
も
の
と
思

止
。
而
し
て
左
に
引
用
す
る
借
用
謹
誌
に
よ
り
て
知
ら
る
〉
如
く
、
紀
州
藩
が
幕
府
よ
り
用
途
金
と
し
て
拝
借
せ

し
金
銭
で
め
る
旨
ぞ
貸
附
費
金
じ
冠
せ
し
も
の
が
却
も
紀
州
家
名
目
金
で
、
組
州
藩
で
は
此
の
名
目
を
冠
す
る
こ

主
に
よ
わ
ノ
円
L

、
其
の
償
躍
が
-
曜
買
に
保
護
「
る
こ
と
が
出
来
だ
っ

『

泰

芥

借

御

金

之

事

合
金
百
五
拾
雨
也

有
者

但
御
利
足
月
六
朱

紀
州
機
矯
御
用
途
金
従

御
公
儀
様
車
庁
領
御
借
金
之
内
書
面
之
金
高
村
々
逮
叩
を
以
奉
斧
借
候
慮
寅
正
に
御
座
候
御
上
納
之
儀
は
来
十
二
月
二
十
五
日
限
元
利
御
上
納
可

仕
候
且
臨
時
御
用
之
節
は
不
拘
限
月
何
時
に
而
も
御
上
納
可
仕
候
(
以
下
略
ナ
、
傍
貼
筆
者
)
』

組
州
藩
は
何
が
故
に
名
目
金
の
貸
附
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
か
と
言
ふ
に
、
其
の
原
因
は
凡
そ
二
つ
あ
る
左
思

ふ
。
其
の
一
つ
は
組
州
藩
の
財
政
窮
乏
で
、
他
は
熊
野
三
山
名
目
金
の
先
例
で
あ
る
。
即
ち
紀
州
藩
は
其
の
財
政

窮
乏
を
救
済
す
る
の
一
手
段
と
し
て
、
熊
野
三
山
貸
附
金
に
準
じ
て
名
目
金
の
貸
附
を
貫
施
す
る
に
至
っ
た
の
で

紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

第
三
披

互E
Ji 

A 
七

同上、 701ー 702頁。 883-4頁。
同上、 878頁
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紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

五
五

第

披

li、
八

あ
る
l

抑
も
紀
州
藩
は
其
の
組
藩
頼
宣
の
時
代
よ
り
財
政
窮
乏
し
、
辛
〈
も
幕
府
よ
り
の
借
金
・
家
中
よ

h
の
御

借
上
及
び
一
般
借
金
の
棒
引
等
で
捕
縫
し
得
た
。
其
の
後
財
政
は
盆
々
窮
乏
し
、
新
穂
の
設
定
・
扶
持
の
軽
減
・
藩

札
袋
行
・
借
金
棒
引
・
献
金
等
に
よ
り
て
其
の
救
済
を
園
っ
た
が
、
拍
賓
の
治
世
に
歪
り
、
財
政
の
窮
乏
は
愈
々
極

む
る
に
至
り
て
、
還
に
熊
野
三
山
貸
附
金
に
準
じ
、
獅
仕
入
役
所
を
刷
新
増
設
し
て
、
名
目
金
の
貸
附
を
断
行

し
、
以
て
財
政
救
梼
の
一
助
と
な
し
む
。
熊
野
一
一
一
山
貸
附
金
は
享
保
二
十
一
年
三
月
癖
箪
古
誌
が
其
の
郷
闘
の
大

世
小
い
る
熊
野
一
ニ
山
に
修
復
料
L
G
U
て
ニ
千
耐
を
寄
附
し
、
之
を
館
内
の
士
民
に
貸
附
り
せ
し
め
し
こ
と
に
碁
岡
す

る
も
の
で
、
其
の
運
用
管
理
は
紀
州
器
が
之
に
嘗
h
J
、
其
の
拳
げ
た
る
利
盆
を
以
て
宮
枇
の
修
緯
維
持
に
充
て
し
め

た
。
然
る
に
熊
野
三
山
貸
附
金
は
所
謂
幕
府
寄
附
修
復
料
を
蓮
用
せ
し
資
金
で
あ
り
、
且
つ
紀
州
藩
が
之
を
取
扱

か
っ
た
た
め
、
其
の
債
権
は
確
賓
に
保
護
せ
ら
れ
、
貸
倒
れ
等
に
よ
る
損
失
は
殆
ん

E
生
じ
な
か
っ
た
。
之
を
観
取

せ
し
営
時
の
富
商
は
、
債
権
保
護
の
手
段
な
き
た
め
に
、
徒
ら
に
英
の
富
を
死
出
慨
し
て
居
た
時
で
め
っ
た
た
め
、

=
一
家
親
藩
の
一
っ
た
る
紀
州
家
が
一
公
儀
の
威
令
を
借
り
、
慨
に
寺
祉
に
於
て
行
ひ
っ
〉
あ
り
し
名
目
金
の
貸
附
に

従
事
す
れ
ば
、
其
の
宮
を
有
利
に
且
つ
安
全
に
運
用
し
得
べ
し
と
考
へ
、
又
組
州
藩
も
之
に
よ
り
て
多
少
財
政
故

入
を
奉
げ
得
べ
し
と
し
て
、
五
に
紀
州
家
名
目
金
な
る
も
の
を
案
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
t
し
て
紀
州
家
名
目
金
は
熊
野
三
山
貸
附
金
に
範
を
採
っ
た
の
で
あ
る
が
、
富
商
の
資
金
を
差
加
金
・
と
し
て

貸
附
資
金
に
加
入
せ
し
む
る
が
如
き
組
織
は
l
l
l
之
が
本
質
的
な
る
名
目
金
で
、
既
に
大
阪
に
於
で
は
か
く
の
如

き
組
織
を
有
す
る
寺
世
名
目
金
が
賓
暦
年
間
よ
h
行
は
れ
て
居
口
。
ー
l
l紀
州
家
名
目
会
の
方
が
熊
野
三
山
貸
附

5) 和歌山県芸誌、 上巻、 812-8頁
り掘江保蔵、副I揚論究



金
よ
り
も
先
に
之
を
採
っ
た
。
蓋
し
紀
州
藩
は
既
に
早
〈
文
政
六
年
堺
に
貸
附
所
を
設
置
し
て
、
富
商
の
賛
金
を

運
用
し
て
居
る
が
、
熊
野
三
山
貸
附
金
は
そ
れ
よ
り
五
年
後
印
ち
文
政
十
一
年
に
至
り
て
、
江
戸
に
袋
附
所
を
設

置
し
、
始
め
て
在
金
を
加
入
せ
る
貸
附
に
従
事
し
わ
。
而
し
て
金
融
上
に
於
て
も
、
紀
州
家
名
目
金
の
方
が
熊
野

三
山
貸
附
金
よ
ち
も
よ
り
大
〈
活
躍
せ
し
こ
と
は
、
其
の
貸
附
金
額
に
よ
り
て
之
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
弘

明
治
五
年
の
調
査
γ

し
よ
れ
ば
、
紀
州
家
名
目
金
の
貸
附
高
は
約
九
十
六
高
八
千
雨
に
達
し
た
が
、
熊
野
三
山
貸
附

金
は
約
六
十
五
高
五
千
両
で
あ
っ
忙
。

紀
州
探
名
目
金
は
文
政
以
後
明
治
初
年
告
は
令
の
特
化
あ
る
法
、
へ
伝
一
冊
目
院
に
偉
大
な
る
役
割
合
演
じ
、
誌
の
貸

附
金
額
は
合
計
金
百
十
七
高
千
四
百
七
十
三
雨
三
分
永
四
十
一
丈
、
銭
三
百
八
高
七
千
三
百
四
十
二
貫
玉
百
九
十

九
丈
の

E
額
に
蓮
し
た
。
か
〈
の
如
く
紀
州
家
名
目
金
が
金
銭
上
に
偉
大
な
る
役
割
を
演
じ
た
の
は
、
金
く
そ
れ

が
名
目
金
と
し
て
、
幕
府
よ
り
多
大
の
保
護
を
受
け
七

a
か
た
め
で
あ
る
o

郎
ち
若
し
も
名
目
金
の
借
主
炉
支
の
返

納
を
遅
滞
す
る
が
如
き
こ
と
J

の
れ
ば
、
例
へ
ば
大
阪
に
於
て
は
究
の
如
く
天
保
一
万
年
正
月
十
四
日
及
び
弘
化
元
年

十
二
月
十
八
日
の
雨
度
に
亙
り
、
特
仁
布
告
を
唆
し
て
返
納
方
を
督
促
し
て
居
る
。

『
紀
伊
殿
用
詮
金
貸
附
所
取
建
、
役
人
出
張
貸
附
有
之
幌
問
、
市
中
借
受
候
も
即
日
共
不
滞
様
可
致
旨
、
三
郷
町

L
R
M
可
申
聞
置
領
』

弓
紀
伊
殿
用
途
金
貸
附
之
儀
、
等
閑
に
棺
心
得
、
其
上
去
卯
十
二
月
陛
よ
金
銀
出
入
筋
被
仰
出
候
趣
相
混
じ
、

心
得
違
い
た
し
候
も
の
宥
之
様
相

問
候
、
右
用
途
金
之
儀
は
御
趣
煮
有
之
、
部
巾
別
段
に
相
心
得
候
様
、

A
1
般
攻
而
税
仰
向
候
に
付
、
貸
附
御
免
之
御
趣
意
厚
相
世
折
、
借
受
候
者
ど

も
己
来
納
方
不
相
滞
様
可
致
候
』

紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
警

F、
l'~ 

JJ. 

h: 

第

f虎
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頁

ロ
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第
三
十
四
谷

紀
州
家
名
目
金
は
か
く
の
如
き
幕
府
の
保
護
が
J

の
り
、
又
元
来
名
目
金
は
借
主
に
取
っ
て
色
比
較
的
簡
便
容
易

に
資
金
の
融
通
を
得
る
の
道
で
あ
っ
ロ
か
ら
、
該
名
目
金
は
各
地
に
炉
、
て
嫌
に
利
用
さ
る
冶
に
至
っ
た
が
、
之
と

紀

州

家

名

目

金

一
点
五
凹

君主

~It 

チL

C 

同
時
に
弊
害
も
少
か
ら
や

v

後
生
し
h
i
T
v

さ
れ
ば
こ
そ
天
保
十
二
年
十
月
二
十
一
日
東
保
八
太
夫
・
中
島
嘉
右
衛
門

松
浦
栄
之
助
の
三
名
が
蓮
暑
で
、
江
戸
北
町
奉
行
遠
山
左
衛
門
尉
景
一
冗
に
上
申
し
た
制
度
改
革
に
闘
す
る
意
見
書

の
胃
頭
に
、
紀
州
家
名
目
金
唯
一
リ
を
差
止
な
べ
し
と
論
壇
せ
し
所
以
で
あ
か
o

明
治
維
新
後
替
弊
打
破
を
探
勝
せ
る

，
明
治
政
府
が
か
う
る
弊
容
の
多
き
名
目
金
を
存
続
す
る
こ
}
一
は
到
底
之
を
認
か
る
筈
な
く
、
早
く
も
明
治
一
茄
年

1
4
K
M
m
川
山

S
J引
ト

}

L

/

川

1汁
1

2
揺

北

川

)
i
U
1
1
E
W
W
I
d
-
-
J
Z
Y
-
-
J
P
J
〉
か
ず

&

H

h

h

J

h

L

a

h

a

j

F
J
l
f
E
t
蚤
モ

c-fiL
手
E
4日
月
』

U
ホ
昇
和
川
明
言
4
E
L』

4
委
1
t
c
J
f
J

トヨ
J
7

三
、
貸

附

資

金

紀
州
藩
が
丈
政
十
年
よ
り
明
治
五
年
迄
の
問
に
貸
附
け
七
る
金
額
は
金
百
十
七
部
千
四
百
七
十
三
雨
三
分
永
四

十
一
文
、
銭
三
百
八
高
七
千
三
百
同
十
二
貫
五
百
九
十
九
文
、
奮
金
百
六
十
九
雨
一
一
分
三
朱
で
、
明
治
五
年
五
月

の
上
申
に
よ
れ
ば
、
営
時
の
貸
附
高
は
、
金
九
十
六
高
八
千
六
百
六
十
一
雨
二
分
永
ゴ
一
十
八
丈
、
鏡
二
百
八
十
四
高

コ
ゴ
丁
七
百
五
十
八
貫
一
一
百
五
十
一
文
で
あ
っ
た
。
此
の
内
官
金
の
貸
附
高
は
金
五
十
九
高
七
千
百
九
雨
一
分
二
朱

永
五
文
で
、
私
金
即
ち
宮
商
よ
り
差
加
金
と
し
て
名
目
金
の
貸
附
資
金
に
加
入
せ
る
部
分
は
銭
二
百
八
十
四
再
三

千
七
百
五
十
八
貫
二
百
五
十
一
文
(
金
に
換
算
す
れ
ば
金
一
雨
が
銭
十
貫
と
し
て
約
二
十
八
寓
四
千
三
百
七
十
六
一
闘
に
常
三
、
金
三
十

七
高
千
五
百
五
十
二
用
二
朱
永
三
十
三
文
で
、
在
金
は
合
計
約
六
十
五
高
五
千
九
百
二
十
七
雨
に
達
し
九
。
此
の

計
算
に
よ
れ
ば
、
官
金
の
貸
附
金
色
相
営

E
額
に
昇
り
、

在
金
と
夫
程
大
差
な
き
賦
態
で
あ
る
が
、

果
し
て
此

堀江保蔵、 nIj掲論烹
幸田博士、日本鰹君事史研究、 324-31頁
吉川秀造「明治政府と名目金」
和歌山甲車誌、上巻、 888J主



の
大
金
は
紀
州
藩
の
財
産
と
見
通
つ
る
べ
き
も
の
で

J

の
っ
た
ゴ
ら
う
か
。
成
程
紀
州
家
名
目
金
は
前
に
堪
ぺ
た
る
如

〈
幕
府
よ
り
の
拝
領
金
だ
る
こ
と
を
主
の
名
目
と
し
て
居
る
が
、
之
は
軍
に
其
の
債
権
を
保
護
す
る
目
的
よ
り
し

で
、
殊
更
に
か
う
9

名
目
を
冠
し
だ
る
迄
で
、
立
(
の
異
質
は
決
し
て
幕
府
よ
り
の
拝
領
金
で
な
い
。
勿
論
紀
州
藩

は
屡
々
幕
府
よ
み
リ
拝
領
金
を
下
附
3
れ
て
居
る
。
即
ち
滞
組
頼
宣
の
時
最
初
家
康
の
御
遺
金
三
十
高
柄
、
後
叉
十

出
雨
、
克
に
又
退
程
の
忽
年
十
品
一
陶
拝
領
し
.
北
一
の
後
ち
山
川
々
幕
府
よ
り
借
財
し
で
居
る
が
も
此
等
は
何
れ
も
和

州
藩
の
財
政
窮
乏
を
救
暁
す
る
の
賓
と
な
っ
た
も
の
一
V
、
此
等
の
責
余
念
運
用
し
で
利
殖
す
る
が
如
き
飴
格
は
全

然
存
し
な
か
っ
た
。
而
し
て
叉
紀
州
藩
ほ
濡
机
の
昨
よ
り
常
い
財
政
措
乏
し
、

向四

時
引
お
品
川
一
一
一
必
四
断
行
作
レ
程

σ
、

其
の
一
打
開
策
と
し
て
立
(
の
借
財
の

人
々
に
貸
附
〈
ふ
か
加
宅
一
資
金
は
作
一
文
も
持
ち
合
刊
訂
十
円
に
の
で
ふ

る
か
ら
、

約
六
十
高
雨
の
官
金
を
貸
附
け
た
と
あ
る
け
れ
ド
こ
色
、

此
等
の
資
金
は
紀
州
藩
所
有
の
資
金
で
は
な

〈
、
全
〈
他
人
の
費
金
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
印
ち
紀
州
藩
は
一
方
町
人
等
よ
h
ノ
金
銭
を
預
り
、
他
方
之
を
貸
附

け
、
全
く
今
日
の
銀
行
L
一
同
じ
業
務
に
従
事
し
て
居
に
の
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
組
州
藩
は
か
‘

3
0貸
附
貴
金
と
し
て

の
預
金
を
幾
何
有
し
た
か
と
い
ふ
に
、
明
治
五
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
預
金
高
と
し
て
金
二
十
八
高
九
百
四
十
一

一
雨
二
分
二
未
永
三
文
三
分
あ
り
、
別
に
又
背
過
の
借
入
金
'
ど
合
算
せ
る
色
の
が
金
七
十
七
高
四
百
八
十
六
一
桐
一
一
分

一
朱
永
二
十
九
文
八
分
、
銭
二
十
コ
一
高
六
千
二
百
四
十
二
貫
六
百
五
十
二
丈
あ
っ
た
。
後
者
の
内
幾
何
が
預
金
で

あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
兎
に
角
官
金
の
貸
附
高
に
相
臆
す
る
預
金
高
を
有
せ
し
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
〈
な

ぃ
。
前
大
津
御
用
所
に
就
き
て
見
る
に
、
同
所
に
於
け
る
明
治
五
年
の
預
り
高
は
金
一
高
三
千
五
百
二
十
六
雨
一

紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

五
五
五

第

波

九

同よ、 s.z-s頁
同上、 870頁

2) 
可)



紀

州

家

名

目

金

第
一
一
一
十
四
巻

第
三
披

九

五
五
六

歩
一
朱
永
九
十
七
丈
七
分
、
銀
二
百
十
二
貫
六
百
六
十
四
匁
(
此
金
三
千
二
百
六
十
雨
二
分
永
四
十
二
文
人
分
)
、

合
計
金
一
高
六
千
七
百
八
十
大
雨
三
歩
二
朱
永
七
十
八
丈
で
、
同
所
に
於
け
る
官
金
貸
附
高
は
其
の
総
計
を
明
確

に
知
る
こ
と
を
特
な
い
が
、
明
泊
五
年
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
約
金
一
高
雨
以
上
に
詮
す
る
か
ら
、
官
金
と
し
て
貸

附
け
ら
れ
た
る
金
員
は
総
べ
て
之
を
宙
商
よ
り
預
金
と
し
て
預
り
し
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

而
し
て
紀
州
藩
は
禁
の
貸
附
所
仁
於
げ
る
賛
附
資
金
ぞ
得
る
手
段
と
し
て
哀
の
多
〈
は
左
の
如
い
今
日
の
定
期

間
企
と
同
じ
か
院
に
よ
ワ
だ
も
の
〉
知
〈
C
J
U
2
。

知

nJ
金

之

事

一
金
三
百
雨
也

右
者
御
用
預
り
申
庭
賓
正
也

返
済
之
儀
は

脇
4
A
H

之
一
連
限
月
元
利
相
波
可
申
候

大

沖

文
一
久
三
家
主
月

)11 

島

定，，"

ノ戸

兵

筒t

.!!:占

賢

一
金
四
百
八
拾
八
雨
也

右
者
御
用
濃
州
各
務
即
西
市
場
村
西
外
或
ケ
村
ぬ
鴛
御
貸
附
金
預
り
申
出
出
資
正
也

H
L
r
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此
の
後
者
の
開
諸
に
よ
り
で
は
紀
州
藩
が
名
目
金
伝
貸
附
せ
し
場
合
、
借
主
の
必
要
t

と
す
る
金
員

Je富
商
よ
り

.Iio ，、

!背

殿

調
達
し
、
そ
れ
を
直
に
右
よ
り
左
へ
と
融
通
せ
じ
こ
と
が
分
る
。
此
の
場
合
に
於
て
は
紀
州
藩
は
全
〈
仲
介
入
と

し
て
活
動
せ
し
委
で
あ
る
。
向
川
島
家
の
例
に
よ

hv
て
見
る
に
、
紀
州
藩
は
更
に
義
倉
講
・
積
立
講
・
仕
法
講
等
の

名
離
で
講
を
成
立
せ
し
め
、
其
の
講
金
を
以
て
主
(
の
貸
附
資
金
と
な
し
た
。

紀
州
藩
ば
名
目
令
や
一
貸
附

pio
場
合
、

所
謂
官
金
の
み
を
以
て
せ
や
、

H
K
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h
d
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A
1
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止
川
町
場
合
U
H
h

配
州
藩
叫
士
一
約
一
配
食
品
費
者
仁
和
机
ヂ
剤
、
J
U
-

和
子
提
供
し
ト
い
ゥ

ロM
F

一

銀

四

拾

貫

目

也

但

利

息

月

九

朱

牟

戊

八

月

限

右
者
矢
島
高
時
五
郎
様
K
六
拾
貰
目
御
貸
附
之
内
抱
一
夜
致
加
入
候
慮
貰
正
也
限
月
取
立
夫
第
可
相
波
候
帰
後
設
品
川
而
一
札
如
件

大

津

紀

川

御

用

所

鈴

木

次

右

衛

門

菱

田

作

兵

衛

キL

事

之

文
久
或
戊
年
五
月

JIJ 

白

司ミ

衛

殿

烏

兵

徳
川
時
代
盛
に
行
は
れ
し
寺
世
名
目
金
に
あ
り
で
は
、
寺
祉
が
町
人
に
名
目
を
貸
輿
し
、
名
目
料
と
し
て
運
上

を
取
る
場
合
が
少
〈
な
く
、
否
な
後
に
は
そ
れ
が
名
目
金
の
本
質
と
も
な
っ
た
も
の
で
、
「
位
事
見
聞
録
」
に
『
又

町
人
百
姓
等
へ
右
等
(
綱
堂
金
・
相
癒
金
白
乙
主
:
:
:
筆
者
詮
〉
の
名
目
の
み
貸
遣
し
て
蓮
上
椋

E
る
な

μ』
と
言
へ
る
が

紀

州

家

名

目

金

第

盟主

大』

第
三
十
四
巻

五
五
七

同上、
向上、
陛事見開錯(近世枇曾雑、涛議書、第一答)、 97頁

、，J
、，，、

B
ノ

7
8
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紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

カa
四

第

枕

五
五
八

如
く
で
あ
っ
た
。
紀
州
家
名
目
金
に
於
て
も
、
紀
州
藩
自
身
が
貸
附
の
如
き
煩
雑
な
る
事
務
を
塾
る
こ
と
を
止
め
、

富
商
自
ら
を
し
て
其
の
名
目
金
の
貸
附
念
行
は
し
め
、
主
(
の
冥
加
金
と
し
て
、
例
へ
ば
究
の
事
例
の
如
〈
御
印
料

を
上
納
せ
し
め
し
こ
と
が
屡
々
あ
っ
た
。

乍
恐
悲
歎
願
口
上
書

E 司

歎

願

人

川

下
右
歎
願
人
宗
兵
衛
一
本
申
上
候
御
館
入
蒙
御
免
御
際
を
以
来
名
柑
液
之
仕
難
有
仕
A
H
に
未
存
供
然
る
所
御
用
詮
金
御
貸
付
夫
h

日
々
出
金
仕
置
候

混
一
苅
血
弔
問
内
元
子
会
を
以
総
合
せ
向
礼
他
借
等
什
一
御
用
相
迭
し
然
民
(
加
御
印
料
年
々
上
納
仕
来
候
(
以
下
時
ナ
、
傍
貼
筆
託
)

島

t去，
耳ミ

衛

兵

屋

而
し
て
近
江
の
八
幡
に
設
置
せ
ら
れ
し
紀
州
藩
御
用
所
へ
名
目
金
の
名
目
料
・
と
し
て
八
幡
の
富
商
栴
原
次
郎
兵

衛
は
天
保
七
年
十
二
月
冥
加
金
に
る
印
料
'
伊
三
七
一
ニ
南
二
朱
四
匁
五
分
上
納
し
て
居
L
o

車
濁
で
貸
附
け
る
場
合
に
、
借
主
が
紹
州
藩
桐
用
所
を
経
守
し
て
直
接
一
貸
主
へ
借
用
語
書
を
提
出
せ
る
場
合
も

あ
っ
た
が
、
多
〈
は
矢
張
御
用
所
に
借
用
読
書
が
提
出
3
れ
た
も
の
一
〉
如
〈
で
あ
る
。
貸
主
が
一
人
で
な
く
、
敷

人
共
同
し
て
貸
附
く
る
場
合
に
は
、
必
中
借
用
謹
書
は
御
用
所
宛
に
な
り
、
御
用
所
は
更
に
各
出
費
者
に
夫
れ
夫

れ
衣
の
如
く
割
詮
札
又
は
枝
詩
文
を
提
供
し
た
。

C司

割

詮

札

之

事

一
金
武
百
七
拾
爾
也

. 

但
利
息
年
五
一
朱
寅
年
。
或
拾
ヶ
年
割
納
之
筈

右
者
濃
州
大
野
郡
中
之
元
郷
中
ね
御
貸
附
金
之
内
h

日
夜
致
加
入
候
庇
笠
正
也
返
済
之
儀
は
脇
香
之
一
週
一
河
利
取
立
相
渡
可
申
候
依
而
一
札
如
件

(
以
下
略
T
)

川島家女主i
梅原日記
川烏家文脅
川島家究者
梅原日記

巳=

10) 
1I) 
12) 
J 3) 
'4) 



附

方

法

目
、
貸

(
一
)
組
州
藩
御
用
所
前
に
述
べ
亡
る
如
く
、
紀
州
藩
は
葉
の
名
目
金
を
貸
附
く
る
た
め
、
各
所
に
御
仕
入
方

の
出
張
所
を
設
置
し
、
該
出
張
所
を
夫
れ
夫
れ
紀
州
蒋
御
用
所
左
帯
し
た
。
各
御
用
所
へ
は
和
歌
山
よ
り
藩
士
が

抵
遣
さ
れ
て
、
貸
附
事
務
に
従
事
し
九
。
而
し
て
御
用
所
ド
は
主
の
貸
附
を
周
旋
す
る
口
入
郎
ち
御
用
一
万
な
る
者

が
出
入
し
、
各
自
扶
持
を
受
け
て
、
差
加
金
の
出
費
者
及
び
借
手
の
斡
旋
を
な
し
に
。
御
用
一
克
は
申
す
迄
も
な
く

身
元
の
確
買
な
る
者
が
選
定
さ
れ
に
の
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
大
津
御
用
所
に
於
て
は
二
十
三
人
、
八
幡
御
用
所
に

於
て
は
十
五
人
の
御
用
一
五
が
出
入
し
た
。

へお
J

J

F

主
L
4
y
L片

刊

J

川

1
9
1
1
-
d

て
こ

j
p
;
I

明

~Hd川
健
人
乃
々
法
に
よ
り

τ

紀
州
指
名
日
企
は
措
く
慌
保
附
で
貸
附
け
ら
れ

貸
附
が
行
は
れ
し
こ
と
は
左
に
引
用
す
る
鯛
書
に
よ
り
て
之
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

「

)

円

y
p
h

i
;
 

『

潤

4
1

白

大

阪

町

奉

行

紀
伊
殿
御
貸
附
金
之
儀
、
以
来
武
家
誼
町
人
よ
り
根
賀
、
其
外
引
常
之
ロ
聞
を
以
御
貸
附
相
滞
候
節
、
品
々
取
立
方
之
儀
に
附
、
先
逢
て
御
達
之
趣

を
以
、
江
戸
表

ω相
伺
候
慮
、
此
節
御
下
知
有
之
快
問
、
質
物
引
富
之
品
等
、
取
空
分
相
滞
候
節
は
奉
行
所
に
て
取
立
、
役
手
之
向
h
u
相
搾
可
申

供
、
允
武
家
よ
り
之
引
活
物
等
は
蛍
表
に
て
難
取
計
、
町
人
共
よ
り
引
蛍
物
之
内
に
も
差
支
の
品
右
之
候
問
、
兼
て
被
相
心
得
、
差
支
不
相
成
引

営
之
品
滞
候
節
は
可
被
申
立
候

交
政
六
年
未
十
二
月
二
十
四
日

以
上
の
加
〈
質
貸
而
か
も
根
質
貸
も
行
は
れ
た
が
、
又
抵
営
貸
も
行
は
れ
、
借
主
が
蝦
令
諸
俣
の
如
き
者
で
ゐ

つ
で
も
、
充
分
な
る
抵
蛍
の
提
供
を
要
求
せ
し
こ
ん
』
は
、
例
へ
ば
仙
壷
藩
が
安
政
四
年
二
月
一
高
雨
を
借
り
受
付

し
場
合
に
之
を
見
る
こ
と
が
出
来
ム
。
向
一
般
に
貸
附
に
就
き
左
の
如
〈
規
定
し
口
。

紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
谷

五
五
九

負5

~JI~ 

丸
Ji.. 

ιコ

梅原日記。川島家丈香
川島家安害
梅原日記
和歌山県書誌、上巻， 878-81頁
中井家女ごき
和歌山脇誌、上容、 880-1頁
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紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

丸

第

盟主

五
占
ハ

C

~司

御

食

附

係

自

弘

化

四

未

年

六

月

一
御
用
途
御
備
金
御
食
附
取
扱
之
儀
、
此
領
分
他
領
4
z
h

御
出
入
手
吹
を
以
願
書
差
出
さ
せ
、
評
儀
之
上
引
常
且
身
元
判
元
等
取
調
手
堅
筋
に
候

得
ぽ
、
御
貸
可
取
計
事

却
で
二
重
貨
に
不
相
成
様
松
坂
御
用
所
M
H

可
申
合
、
綱
領
分
は
爾
願
に
可
取
計
事

御
貸
附
設
文
認
様
定
法
之
通
入
念
取
置
、
班
々
に
で
不
相
成
様
、
公
遁
御
逢
等
に
相
成
候
節
、
不
取
A
V
無
之
様
可
取
計
事

利
足
之
儀
公
遁
御
趣
意
も
宥
之
、
一
割
巳
上
貸
方
不
相
成
事

返
納
之
儀
六
ヶ
月
阪
に
取
計
、
再
借
願
出
食
延
に
相
成
候
節
、
利
日
比
月
踊
り
等
無
之
佐
官
、
自
然
返
納
棺
滞
り
候
利
足
元
銀
え
詰
込
之
儀
不
相

成
事

御
か
ね
御
貸
附
之
館
、
連
印
之
も
の
敵
手
次
御
出
入
立
合
せ
、
役
人
直
代
骨
一
波
可
申
事

御
食
附
剣
先
制
越
候
殺
人
勢

h

道
中
蹴
河
町
守
借
主
よ
り
和
眠
、
同
抽
叉
見
分
先
中
に
で
菓
子
料
と
暗
躍
金
等
受
中
間
敷
事

右
之
節
酒
肴
等
差
出
施
走
ケ
閲
敷
儀
不
相
成
答
、
自
然
及
時
刻
に
候
は

γ
、
湯
漬
等
差
出
鍵
儀
は
格
別
之
事

御
貸
附
御
議
波
踊
L
R

友
之
、
通

山

城

大

和

近

江

撮

津

河

内

播

磨

和

泉

丹

後

若

狭

美

漣

伊

勢

一
御
貸
附
市
町
納
柑
滞
候
節
精
L
R

取
立
、
手
限
り
難
及
取
扱
筋
、
又
は
目
安
受
に
相
成
候
筋
等
、
其
所
々
町
奉
仔
御
代
官
に
御
達
取
詐
候
事

右

被

取

扱

之

上

に

も

波

納

及

遅

滞

筋

は

、

御

達

下

御

計

四

上

、

閥

訴

御

取

計

可

相

成

事

』

1l! 
馬

越
前

伊
賀

如
何
な
る
人
が
紀
州
家
名
目
金
を
借
用
せ
し
か
に
就
き
で
は
、
之
を
全
般
的
に
知
る
こ
と
を
得
な

い
が
、
京
都
・
大
津
・
八
幡
・
笠
松
御
用
所
に
就
き
て
見
る
に
、
金
額
の
勤
に
於
て
は
諸
侯
が
第
一
の
貸
附
先
で

借
主
教
の
勤
に
於
て
は
農
民
が
最
も
多
数
を
占
め
て
居
る
。
而
し
て
借
主
に
一
般
武
士
を
見
出
し
得
な
い
の
は
、

恐
ら
く
一
般
武
士
は
紀
州
家
名
目
金
を
借
る
に
充
分
な
あ
擢
保
品
を
所
有
し
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
ら
う
。
又
諸

侯
及
び
農
民
が
名
目
金
の
借
主
で
あ
り
し
こ
と
は
、
徳
川
の
中
期
以
後
諸
侯
及
び
農
民
が
財
政
窮
乏
・
生
活
困
窮

会
一
)
借
主

川島家女番。中井家支書c 辻案文書。梅原J!記。 市回日記7) 



の
深
淵
に
坤
吟
し
つ
〉
あ
り
し
こ
と
を
物
語
る
る
心
と
言
ふ
べ
き
で
あ
3
3

五
、
紀
州
家
名
目
金
と
逗
江
商
人

一
方
宮
商
よ
り
資
金
を
預
h
ノ
、
他
方
之
を
貸
附
U
て
所
謂
利
鞘

を
獲
得
し
、
又
富
商
に
名
目
金
の
一
名
を
貸
興
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
冥
加
金
を
徴
し
、
以
て
牧
入
を
血
中

σる
こ
と

を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
富
商
の
責
金
を
よ
り
多
く
運
用
す
れ
ば
、
夫
れ
丈
け
牧
入
を
増
大
せ
し
む
る
こ
と
を
得

紀
州
藩
は
、
業
の
名
目
金
の
貸
附
に
基
き
て
、

た
罪
で
あ
る
。
蕊
に
於
て
組
州
藩
は
富
商
の
多
く
存
在
す
る
三
都
及
び
其
の
輩
出
し
た
る
近
江
世
に
伊
勢
に
目
を

世
一
伺
け
、
江
戸
・
京
都
・
大
阪
・
大
津
・
大
垣
・
松
坂
・
八
幡
・
笠
松
等
に
御
用
所
を
設
置
し
て
、

盛
に
名
目
金
の
貸
附
を

行
っ
た
。
業
の
中
松
坂
ほ
紀
州
藩
領
内
で
あ
る
か
ら
蛍
鍛
の
こ

2
で
み
る
炉
、
近
江
世
に
忠
一
の
周
聞
に
設
置
せ
ら

れ
た
る
京
都
・
大
津
・
入
幡
・
大
垣
・
笠
松
は
全
く
近
江
商
人
の
責
金
を
利
用
せ
ん
'
と
す
る
の
目
的
を
有
し
た
。

徳
川
時
代
大
商
人
を
出
し
た
る
地
は
近
江
及
び
伊
勢
で
、
殊
に
近
江
商
人
は
金
圃
的
に
主
の
商
樺
を
捷
一
張
し
、

会
〈
営
時
我
圃
の
商
権
を
掌
握
し
た
。
先
づ
商
業
に
よ
り
て

E
富
を
手
に
せ
し
近
江
商
人
は
、
其
の
宮
を
確
貰
に

且
?
水
久
的
に
利
殖
せ
ん
と
し
て
、
次
い
で
金
貸
業
に
雄
事
し
て
、
金
融
界
を
も
支
配
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
三

都
に
於
げ
る
金
融
は
勿
論
の
こ
E

と
各
地
方
の
金
融
を
支
配
し
、
又
営
時
逗
江
商
人
の
資
金
を
利
用
し
得
た
結
果
と

し
て
、
各
地
の
産
業
は
大
に
勃
興
し
九
。
か
く
の
如
き
莫
大
な
る
資
金
を
擁
し
た
る
近
江
商
人
に
紀
州
藩
が
逸
蓮

く
着
目
せ
し
は
嘗
然
の
こ
と
三
一
一
日
は
。
さ
る
を
得
な
い
。

組
州
藩
が
最
初
大
津
・
京
都
に
御
用
所
を
設
置
し
て
、
名
目
金
の
貸
附
を
開
始
す
る
や
、
直
に
近
江
商
人
を
し

紀

州

家

名

目

金

五
六

第

披

第
三
十
四
谷
戸

九
ーヒ

1) 拙著、日本商業史、1I8-30頁。拙筒、「近江商人主地方金融JC経済論議
第三十三袋、第三披)



紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

九
11. 

五
大

第

按

て
其
の
資
金
を
供
給
せ
し
む
べ
く
努
力
せ
し
こ
と
は
申
す
迄
も
な
く
、
即
ち
資
金
の
需
要
な
れ
ば
.
近
江
商
人
を

し
て
、
或
は
車
濁
で
、
或
は
又
敷
人
共
同
し
て
、
差
加
金
を
出
資
せ
し
め
た
。
例
へ
ば
八
幡
の
宮
商
は
腕
に
文
政

年
間
よ
り
差
加
金
を
出
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
天
保
五
年
四
月
桑
名
藩
よ
り
京
都
御
用
所
へ
金
八
百
雨
の
名
目

金
借
用
方
の
申
込
が
あ
る
や
、
直
に
八
幡
在
住
の
富
商
八
名
が
失
の
如
き
割
合
を
以
て
出
資
し
で
居
る
が
如
き
は

・
宜
(
の
一
例
で
あ
る
。
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紀
州
藩
京
都
御
用
所
は
八
幡
在
住
の
富
商
の
資
金
を
利
用
し
て
、
名
目
金
の
貸
附
に
従
事
し
た
が
、
取
引
の
費

生
毎
に
、
京
都
と
八
幡
と
の
聞
を
往
復
す
る
は
双
方
共
に
不
便
で
あ
る
と
し
て
、
八
幡
に
御
用
所
を
設
置
す
る
こ

と
に
し
に

0

・
即
ち
天
保
七
年
五
月
京
都
御
用
所
勤
の
役
人
八
幡
へ
来
り
て
、
従
来
同
所
へ
出
入
せ
し
八
幡
の
富
商

梅
原
次
郎
兵
衛
へ
御
用
所
設
置
の
壷
力
方
を
依
頼
し
、
建
に
葉
の
蓋
力
に
よ
り
「
紀
州
御
貸
附
京
都
出
張
御
用
所
」

の
設
置
は
幕
府
よ
り
南
三
年
の
意
味
に
於
て
許
可
せ
ら
れ
た
。
御
用
所
詰
の
役
人
は
京
都
よ
り
出
張
し
、
梅
原
は

御
用
所
御
名
代
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
三
人
扶
持
を
頂
く
こ
と
に
な
り
、
次
い
で
同
年
八
月
名
目
金
貸
附
賛
金
を
出
費

す
る
富
商
も
決
定
せ
ら
れ
た
c

か
く
し
て
其
の
後
天
保
十
三
年
六
月
実
の
磨
止
さ
る
〉
迄
、
盛
に
近
江
商
人
の
資

金
を
運
用
し
て
、
相
州
藩
は
相
営
の
牧
入
を
翠
げ
た
。
、
八
幡
御
用
所
廃
止
後
、
京
都
・
大
津
及
び
笠
松
御
用
所
に

於
て
は
相
麗
ら
守
近
江
南
人
の
資
金
を
利
用
せ
し
も
の
で
、
京
都
に
於
て
は
例
へ
ば
日
野
出
身
の
宮
南
中
井
正
拍

梅原日記
梅原日記

2) 
3) 



右
衛
門
の
資
金
一
高
雨
を
安
政
四
年
仙
牽
藩
へ
貸
附
民
、
又
日
野
の
富
商
辻
惣
兵
衛
の
資
金
一
高
教
千
雨
を
嘉
永

六
年
諸
方
面
へ
蓮
用
し
、
夏
に
又
八
幡
出
身
の
富
商
原
田
四
郎
左
衛
門
・
6
紀
州
名
目
金
の
貸
附
に
奉
加
し
た
。
大

津
御
用
所
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
笠
松
御
用
所
色
主
と
し
て
近
江
南
人
の
資
金
を
蓮
用
せ
し
志
の
で
、
其
の

主
な
る
出
費
者
と
し
て
神
崎
郡
五
箇
症
の
川
島
宗
兵
衛
を
奉
ヤ
る
こ
と
が
出
来
る
。

道
江
商
人
と
し
て
も
其
の
資
金
を
利
殖
す
る
，
か
た
め
に
は
、
名
目
金
の
貸
附
に
奉
加
す
る
こ
と
が
最
も
有
利
で

あ
っ
た
か
ら
、
近
江
商
人
の
方
が
事
ろ
紀
州
家
名
目
金
を
利
用
せ
し
委
で
あ
る
。
八
幡
に
於
け
る
御
用
所
の
設
置

は
一
に
近
江
商
人
の
希
望
に
係
る
慮
で
、
彼
等
は
葉
の
御
用
所
な
利
用
し
一
-
利
殖
を
悶
ら
ん
'
と
し
た
の
で
あ

'〕、

q

J
 

が
れ
ば
に
そ
天
保
十
一
年

h

バ
仰
山
川
所
引
抑

ω識
が
後
生
叫
ω

凸べ
m

御
町
川
断
叫

λ
α
富
耐
は
直
v
h

・
相
集
ち

て
、
其
の
存
績
方
を
和
歌
山
の
御
仕
入
方
へ
歎
願
し
た
。
愈
々
八
幡
御
用
所
の
引
擁
が
決
定
す
る
や
、

天
保
十

年
四
月
八
幡
近
在
の
江
頭
へ
移
轄
す
べ
く
、

他
の
二
三
の
宮
商
は
紀
州
投
入
へ
願
出
で
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
畢

寛
御
用
所
を
八
幡
附
近
に
存
置
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
彼
等
の
責
金
を
有
利
に
蓮
用
ぜ
ん
と
の
意
圃
よ
り
出
で
し

も
の
で
J

の
る
。

紀
州
家
名
目
金
の
貸
附
に
差
加
金
を
出
資
す
る
こ
と
は
営
時
甚
だ
有
利
な
る
投
資
方
法
で
あ
っ
た
た
め
、
資
金

を
擁
一
せ
し
近
江
商
人
は
競
っ
て
業
の
出
資
に
参
加
し
た
。
而
じ
て
出
資
奉
加
の
希
望
者
は
御
用
所
よ
り
其
の
許
可

を
得
ぺ
〈
、
衣
の
如
き
願
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
七
。

~司

来

願

口

上
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州

家
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金

五
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第

就

第
三
十
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H
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文
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紀

州

衆

目

名

金

第
三
十
四
巻

五
六
四

第

披

O 
O 

東
江
州
肺
崎
郡
塚
木
村

川

島

屋

宗

兵

衛

私

儀

御
屋
鏑
御
用
向
相
勤
申
皮
奉
存
候
に
付
御
館
入
悲
願
上
皮
候
何
卒
宜
御
聞
縮
問
被
角
成
下
候
は
ピ
難
有
仕
合
奉
存
候
依
之
番
付
を
以
奉
願
上
候
以
上

交

政

十

年

亥

門

月

川

島

屋

宗

兵

衛

印

紀

州

様

御

屋

鋪

右

川

島

屋

。

一

小

兵

衛

均
一
苅
相
舷
に
一
川
賞
慨
之
者
に
御
座
候
品
川
又
宗
兵
衛
儀
老
年
に
御
座
候
得
ば
鳥
端
弟
分
家
川
品
屋
佐
兵
衛
儀
代
人
相
勤
中
山
川
候
是
叉
宜
御
問
時
間
被
震

成
下
段
段
付
成
年
日
仲
川
間
的
戸
川
丸
芯
化
h
k
h

閥
上
院
は

k

御

出

入

江
川
日
野
上
之
町

大
津
屋
清
右
衛
門
印

此
の
歎
願
書
は
大
津
・
大
阪
・
和
歌
山
の
役
所
へ
廻
附
さ
れ
た
上
、
決
定
き
る
〉
の
で
あ
る
が
、
只
一
片
の
願
書

の
み
で
は
容
易
に
聞
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
川
島
宗
兵
衛
は
大
津
御
用
所
誌
に
大
阪
御
用
所
出
張
の
各
役
人

及
び
和
歌
山
の
御
仕
入
方
の
役
人
に
至
る
迄
、
所
謂
賄
賂
を
贈
り
、
合
計
約
二
十
五
雨
の
運
動
費
を
費
消
し
て
、

漸

t
葉
の
目
的
を
達
し
む
。
か
く
の
如
き
多
額
の
蓮
動
費
を
費
消
し
て
迄
、
名
目
金
に
出
資
せ
ん
と
せ
し
は
、
名

目
金
の
貸
附
に
奉
加
す
る
こ
と
に
よ
勺
て
、
少
か
ら
、
ざ
る
利
盆
を
翠
げ
得
た
が
た
あ
で
、
従
っ
て
又
出
願
者
が
多

敷
存
し
た
た
め
に
、
自
ら
贈
賄
蓮
勤
を
も
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。
又
か
、
〉
る
事
情
の
存
せ
し
こ
と
は

取
り
も
直
さ
や
紀
州
家
名
目
金
が
時
代
の
要
求
換
言
す
れ
ば
宮
商
の
要
求
に
投
や
る
慮
少
か
ら
、
ぎ
り
し
こ
と
を
示

す
も
の
で
め
る
。

色=コ

川島宗交番9) 



1 

語

徳
川
幕
府
の
親
務
三
家
の
一
っ
た
る
紀
州
務
が
営
時
感
に
行
は
れ
し
名
目
金
貸
附
を
行
ひ
、
以
て
資
金
の
需
要

供
給
の
仲
介
を
業
と
す
る
に
至
り
し
事
情
は
大
略
以
上
述
べ
た
る
が
如
〈
で
あ
る
が
、
有
色
紀
州
持
た
る
も
の
が
、

悪
〈
言
へ
ば
高
利
貸
の
手
代
の
如
き
投
割
営
改
守
る
に
至
っ
た
の
は
、
会
く
ま
(
の
財
政
窮
乏
の
結
果
に
外
な
ら
な

六
、
結

ぃ
。
而
し
て
何
が
故
に
財
政
窮
乏
を
来
せ
し
か
に
就
き
で
は
、
揮
々
説
明
さ
る
る
慮
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
時
勢

は
院
に
貨
幣
鰹
梼
の
域
に
進
展
し
て
居
る
に
も
拘
ら
ー
?
、
己
れ
は
末
だ
封
建
枇
曾
の
基
礎
保
件
た
る
土
地
鑑
済
に

基
訟
で
立
て
る
が
故
に
、
財
政
窮
乏
な
る
破
綻
会
醗
さ
よ
る
を
科
芯
る
に
歪
勺
に
の
で
あ
る
。
郎
も
貨
幣
寵
構
の

話
一
展
に
仲
ひ
、
諸
供
は
陪
早
土
地
駆
憐
に
依
つ
で
府
て
改
刈
庇
沈
の
一
作
な
v
f
tえ
持
し
件
い
ペ
パ
一
心
代
紬
刊
に
允
市
川
刊
ハ
山
t

の
で
あ
っ
て
、
紀
州
藩
が
高
利
貸
の
手
代
に
類
す
る
が
如
き
名
目
金
の
貸
附
を
行
ひ
て
、
多
少
な
り
と
も
宴
の
牧

入
増
加
を
圃
っ
た
の
は
、
己
h
u
e

乞
得
.
ぎ
石
に
出
で
た
る
窮
策
の
一
つ
で
、
貨
幣
艦
梼
の
範
域
に
突
入
す
る
こ
と
に

よ
り
て
、
其
の
展
開
策
を
闘
っ
た
課
で
J

の
る
。
而
し
て
組
州
藩
が
貨
幣
経
済
活
動
に
よ
っ
て
箕
の
展
開
策
を
講
ぜ

し
こ
と
は
又
諸
候
存
立
の
基
礎
た
る
土
地
粧
棒
の
範
域
を
股
却
し
つ
ど
の
る
こ
と
を
意
味
し
、
延
い
て
又
封
建
枇

曾
の
下
に
於
け
る
諸
侯
と
し
て
の
本
質
を
喪
失
し
つ
?
の
っ
た
課
で
あ
る
。
兎
に
角
紀
州
藩
が
名
目
金
の
貸
附
を

行
ひ
し
こ
と
は
封
建
枇
舎
崩
壊
遁
在
の
一
相
を
示
す
も
の
で
、
此
の
黙
に
於
て
、
紀
州
家
名
目
金
は
他
の
寺
一
枇
名
目

金
等
と
多
少
主
の
重
要
性
を
異
に
し
て
居
る
。
即
ち
寺
枇
名
白
金
は
唯
財
政
経
樫
上
の
重
要
性
を
有
せ
し
に
過
ぎ

な
い
が
、
紀
州
家
名
目
金
は
更
に
枇
合
政
治
上
に
於
て
も
重
大
な
る
意
義
を
有
し
た
も
の
と
言
は
ゴ
る
を
得
な
い
。

紀

州

家

名

目

金

第
三
十
四
巻

五
六
五

第

盟主

O 


